
対象店舗　水戸市内に店舗があり、誓約事項に同意できる事業所（裏面参照）

　　　　　※ 一部対象とならない業種があります。

対象事業　消費者に直接提供できる商品や飲食、サービスなど

　　　　　※ たばこや公共料金など、一部対象とならないものがあります。

店舗区分　① 大型店：店舗面積が１，０００㎡を超える店舗（テナント入居含む。）

　　　　　② 一般店：①以外の店舗

　　　　　※ 大型店は、一部使用できない商品券があります。

換金方法　使用済商品券の実績報告を受けた後、口座振込

応募方法　① 申込フォームから電子申請（ＵＲＬまたは二次元コードからアクセスしてください。） 

　　　　　② 裏面の申込書に記入し、水戸市商工課に郵送・ＦＡＸ・持参

応募期間　令和８年３月２日（月）～令和８年３月３１（火）

そ の 他　取扱店登録料、換金に係る費用　無料

　　　　　商品券取扱マニュアルの配布、説明会の実施（詳細は追って御案内します。）

募集内容

販売価格：１セット１０，０００円

額面価格：１セット１５，０００円（１，０００円券×１５枚）

内　　容：共通券１０枚（全店舗で使用可能）専用券５枚（一般店のみ使用可能）

形　　態：紙商品券

販 売 数：８０，０００セット

利用期間：令和８年６月下旬～令和８年９月下旬（予定）

購入対象：令和８年４月１日時点で１８歳以上の水戸市民

購入限度：１人２セットまで

商品券概要

お問合せ・申込先

水戸市中央１－４－１　水戸市役所５階
産業経済部商工課中小企業振興係
電話 ０２９－２３２－９１８５
FAX ０２９－２３２－９２３２

電子申込はこちら

【URL】
　https://www.city.mito.lg.jp/page/117402.html

プレミアム率５０％!！

専用広告物
(ポスター等)

登 録 料
換金費用

【二次元コード】



水戸市物価高騰対応プレミアム商品券取扱店申込書 兼 誓約書

■誓約事項（ ✅チェック をしてください。）
　□　私は、次の事業者に該当しません。
　　・ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は水戸市暴力団排除
            条例（平成２４年水戸市条例第２号）に規定する暴力団員等が営む店舗等 
       ・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項に規定する営業を行う店舗等 
       ・ 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第４条第２項に規定する宗教法人 
       ・ 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政治団体 

   □　私は、次の商品等を販売、提供しません。
　　・ 不動産に係る支払（土地・家屋の購入、家賃の支払等） 
　　・ 換金性の高い金券等の購入（各種有価証券、他の商品券、ビール券、図書カード、プリペイドカード、切手、印紙等） 
       ・ たばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）第２条第３号に規定する製造たばこの購入 
       ・ 国及び地方公共団体への支払 
       ・ 宝くじ、スポーツ振興投票券、競馬・競輪・競艇・オートレース投票券の購入 
       ・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する営業に係る支払 
       ・ 事業上の取引に係る支払（仕入支払、給与支払等） 
       ・ 商品券取扱店で商品券の利用を制限しているもの  

   □　私は、本申込書兼誓約書に記載した情報が、本事業のために利用されること、水戸市が委託した事業者に情報共有
　　　されることに同意します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記事項に同意、遵守することを誓約し、取扱店に申請します。

事業所名 代表者名

電話番号 FAX番号

所 在 地
〒

メ ー ル
（任意） 担当者名

■ 事業者情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請日　　　月　　　日

■ 店舗情報（事業者情報と同じ場合、色付部分を省略可）

店 舗 名

商工団体
加盟の有無 水戸商工会議所　　水戸市内原商工会　　水戸市常澄商工会　　加盟していない

電話番号 FAX番号

所 在 地 〒

メ ー ル

種　　別
大型店　　　一般店

大型店は１，０００㎡を超える店舗（テナント入居も含む）

業　　種 小売業　　飲食業　　サービス業　　その他

主な取扱品

■ 振込口座

金融機関名 支店名

口座種別 普通　　当座 口座番号

（カナ）
口座名義人


